
 

 

 

 

 

 

 

令和５年度東久留米市地域包括支援センターの運営実績等について 

 

 

 

 各地域包括支援センターより、令和５年度における「東久留米市地域包括支援センター

にかかる公正・中立性に関する評価基準」に基づく報告及び「資金収支計算書」の提出が

ありましたので、報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 東部地域包括支援センター   ・・・・・・・  １ページ ～ ４ページ 

 

２ 中部地域包括支援センター   ・・・・・・・  ５ページ ～ ８ページ 

 

３ 西部地域包括支援センター   ・・・・・・・  ９ページ ～ １２ページ 

 

 

 

 

第 12 回介護保険運営協議会 

資 料 2 （議題 2 関係） 

（ 事 前 配 布 資 料 ） 
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東久留米市地域包括支援センターにかかる公正・中立性に関する評価基準（令和５年度） 

                             東部   地域包括支援センター 

 評価項目 
区
分 

評価基準 
確認

欄 

設
置
状
況 

１．併設サービス提供事業部門

がある場合、仕切りの設置等に

よるサービスとマネジメントの

分離ができている。 

 

達
成 

・地域包括支援センター（以下、「センター」

という）が占有する事務室である。 

 

〇 

・センターは他の事業部門と同室、もしくは近

接しているが、仕切り等により物理的に分離さ

れている。 

 

未
達
成 

・センターが他の事業部門と同室、もしくは近

接しており、特段の分離策も施されていない。 

 

情
報
管
理 

１．文書や電子情報を他部門か

ら分離して管理されている。 達
成 

・書類保管庫が施錠され、パソコンはパスワー

ド管理されており、他の事業部門との情報分離

が図られている。 

 

〇 

未
達
成 

・文書や電子情報について、他の事業部門から

分離された管理が図られていない。 

 

広
報
活
動 

１．リーフレット等、センター

を紹介する媒体において法人の

PRを行っていない。 

２．電話対応時等において、セ

ンター名を名乗っている（法人

名を名乗らない）。 

達
成 

・センターを紹介する媒体において、法人や法

人の他の部門の PRを行っていない。 

 

〇 

・電話対応時等において、センター名のみを名

乗り、母体施設名等を名乗っていない。 

 

〇 

未
達
成 

・センターを紹介する媒体において、法人や法

人の他の部門の PRを掲載した。 

 

・電話対応時等において、母体施設名等を（も）

名乗っている。 

 

介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

（
※
） 

介
護
予
防
訪
問
介
護 

１．介護予防訪問介護に

関し、正当な理由なく、

特定の事業所に偏った利

用をしていない。 

 

 

 

達
成 

・利用率はいずれの介護予防訪問介護事業所に

おいても８０％未満である。 

 

〇 

・８０％を超える利用率の介護予防訪問介護事

業所があるが、正当な理由によるものである。 

 

未
達
成 

・正当な理由なく、特定の介護予防訪問介護事

業所を８０％以上の利用率で利用している。 

 

介
護
予
防
通
所
介
護 

１．介護予防通所介護に

関し、正当な理由なく、

特定の事業所に偏った利

用をしていない。 

 

 

 

達
成 

・利用率はいずれの介護予防通所介護事業所に

おいても８０％未満である。 

 

〇 

・８０％を超える利用率の介護予防通所介護事

業所があるが、正当な理由によるものである。 

 

未
達
成 

・正当な理由なく、特定の介護予防通所介護事

業所を８０％以上の利用率で利用している。 
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※１ 正当な理由は、以下に該当するものとする。 

  ア 判定期間の１月当たりの平均プラン数が２０件以下である場合 

  イ 判定期間の１月当たりの該当のサービスの平均プラン数が５件未満である場合 

  ウ 適切なマネジメントを通じ、利用者の希望を勘案した結果、特定の事業者に集中した場合 

 

※２ 利用率の判定は、以下によるものとする。 

  特定の介護予防訪問（通所）介護事業所を位置付けたプラン数／介護予防訪問（通所）介護を位

置付けたプラン数 



3



4



５ 
 

東久留米市地域包括支援センターにかかる公正・中立性に関する評価基準（令和５年度） 

                               中部 地域包括支援センター 

 評価項目 
区
分 

評価基準 
確認

欄 

設
置
状
況 

１．併設サービス提供事業部門

がある場合、仕切りの設置等に

よるサービスとマネジメントの

分離ができている。 

 

達
成 

・地域包括支援センター（以下、「センター」

という）が占有する事務室である。 

 

○ 

・センターは他の事業部門と同室、もしくは近

接しているが、仕切り等により物理的に分離さ

れている。 

 

未
達
成 

・センターが他の事業部門と同室、もしくは近

接しており、特段の分離策も施されていない。 

 

情
報
管
理 

１．文書や電子情報を他部門か

ら分離して管理されている。 達
成 

・書類保管庫が施錠され、パソコンはパスワー

ド管理されており、他の事業部門との情報分離

が図られている。 

 

○ 

未
達
成 

・文書や電子情報について、他の事業部門から

分離された管理が図られていない。 

 

広
報
活
動 

１．リーフレット等、センター

を紹介する媒体において法人の

PRを行っていない。 

２．電話対応時等において、セ

ンター名を名乗っている（法人

名を名乗らない）。 

達
成 

・センターを紹介する媒体において、法人や法

人の他の部門の PRを行っていない。 

 

○ 

・電話対応時等において、センター名のみを名

乗り、母体施設名等を名乗っていない。 

 

未
達
成 

・センターを紹介する媒体において、法人や法

人の他の部門の PRを掲載した。 

 

・電話対応時等において、母体施設名等を（も）

名乗っている。 

 

介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

（
※
） 

介
護
予
防
訪
問
介
護 

１．介護予防訪問介護に

関し、正当な理由なく、

特定の事業所に偏った利

用をしていない。 

 

 

 

達
成 

・利用率はいずれの介護予防訪問介護事業所に

おいても８０％未満である。 

 

○ 

・８０％を超える利用率の介護予防訪問介護事

業所があるが、正当な理由によるものである。 

 

未
達
成 

・正当な理由なく、特定の介護予防訪問介護事

業所を８０％以上の利用率で利用している。 

 

介
護
予
防
通
所
介
護 

１．介護予防通所介護に

関し、正当な理由なく、

特定の事業所に偏った利

用をしていない。 

 

 

 

達
成 

・利用率はいずれの介護予防通所介護事業所に

おいても８０％未満である。 

 

○ 

・８０％を超える利用率の介護予防通所介護事

業所があるが、正当な理由によるものである。 

 

未
達
成 

・正当な理由なく、特定の介護予防通所介護事

業所を８０％以上の利用率で利用している。 
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※１ 正当な理由は、以下に該当するものとする。 

  ア 判定期間の１月当たりの平均プラン数が２０件以下である場合 

  イ 判定期間の１月当たりの該当のサービスの平均プラン数が５件未満である場合 

  ウ 適切なマネジメントを通じ、利用者の希望を勘案した結果、特定の事業者に集中した場合 

 

※２ 利用率の判定は、以下によるものとする。 

  特定の介護予防訪問（通所）介護事業所を位置付けたプラン数／介護予防訪問（通所）介護を位

置付けたプラン数 
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東久留米市地域包括支援センターにかかる公正・中立性に関する評価基準（令和５年度） 

                              西部  地域包括支援センター 

 
評価項目 

区

分 
評価基準 

確認

欄 

設

置

状

況 

１．併設サービス提供事業部門

がある場合、仕切りの設置等に

よるサービスとマネジメントの

分離ができている。 

 

達

成 

・地域包括支援センター（以下、「センタ

ー」という）が占有する事務室である。 

 

◯ 

・センターは他の事業部門と同室、もしくは

近接しているが、仕切り等により物理的に分

離されている。 

 

◯ 

未

達

成 

・センターが他の事業部門と同室、もしくは

近接しており、特段の分離策も施されていな

い。 

 

情

報

管

理 

１．文書や電子情報を他部門か

ら分離して管理されている。 達

成 

・書類保管庫が施錠され、パソコンはパスワ

ード管理されており、他の事業部門との情報

分離が図られている。 

 

◯ 

未

達

成 

・文書や電子情報について、他の事業部門か

ら分離された管理が図られていない。 

 

広

報

活

動 

１．リーフレット等、センター

を紹介する媒体において法人の

PRを行っていない。 

２．電話対応時等において、セ

ンター名を名乗っている（法人

名を名乗らない）。 

達

成 

・センターを紹介する媒体において、法人や

法人の他の部門の PRを行っていない。 

 

◯ 

・電話対応時等において、センター名のみを

名乗り、母体施設名等を名乗っていない。 

 

◯ 

未

達

成 

・センターを紹介する媒体において、法人や

法人の他の部門の PRを掲載した。 

 

・電話対応時等において、母体施設名等を

（も）名乗っている。 

 

介

護

予

防

ケ

ア

マ

ネ

ジ

メ

ン

ト 

（

※
） 

介

護

予

防

訪

問

介

護 

１．介護予防訪問介護に

関し、正当な理由なく、

特定の事業所に偏った利

用をしていない。 

 

 

 

達

成 

・利用率はいずれの介護予防訪問介護事業所

においても８０％未満である。 

 

◯ 

・８０％を超える利用率の介護予防訪問介護

事業所があるが、正当な理由によるものであ

る。 

 

◯ 

未

達

成 

・正当な理由なく、特定の介護予防訪問介護

事業所を８０％以上の利用率で利用してい

る。 

 

介

護

予

防

通

所

介

護 

１．介護予防通所介護に

関し、正当な理由なく、

特定の事業所に偏った利

用をしていない。 

 

 

 

達

成 

・利用率はいずれの介護予防通所介護事業所

においても８０％未満である。 

 

◯ 

・８０％を超える利用率の介護予防通所介護

事業所があるが、正当な理由によるものであ

る。 

 

◯ 

未

達

成 

・正当な理由なく、特定の介護予防通所介護

事業所を８０％以上の利用率で利用してい

る。 
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※１ 正当な理由は、以下に該当するものとする。 

  ア 判定期間の１月当たりの平均プラン数が２０件以下である場合 

  イ 判定期間の１月当たりの該当のサービスの平均プラン数が５件未満である場合 

  ウ 適切なマネジメントを通じ、利用者の希望を勘案した結果、特定の事業者に集中した場合 

 

※２ 利用率の判定は、以下によるものとする。 

  特定の介護予防訪問（通所）介護事業所を位置付けたプラン数／介護予防訪問（通所）介護を

位置付けたプラン数 
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